
○懲戒処分及び訓戒の報告要領に関する通達 

昭和 36 年８月 25 日 

海幕人第 5284 号 

 

改正 昭和 45 年６月 15 日〔海幕人第 3054 号〕    

昭和 53 年 12 月 15 日〔海幕人第 4872 号〕   

昭和 55 年 12 月 27 日〔海幕人第 5091 号〕   

昭和 56 年２月 10 日〔海幕人第 661 号〕    

昭和 61 年２月 13 日 海幕人第 690 号〔普通昇 

給の実施に関する通達等の一部変更について 

（通達）２項による改正〕         

 

平成元年６月 17 日 海幕総務第 3040 号〔改元 

に伴う関係通達の一部変更について（通達） 

４項による改正〕             

 

平成５年６月１日 海幕人第 2612 号〔任免権 

に関する訓令等の一部改正に伴う関連通達等 

の一部変更について１項による改正〕    

 

平成 18 年３月 31 日 海幕補第 2256 号〔防衛庁 

職員給与法等の改正に伴う関連通達の一部変 

更について（通達）第１項による改正〕   

 

平成 18 年 7 月 20 日 〔海幕補第 4628 号〕   

 

 

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて 

懲戒処分及び訓戒の報告要領に関する通達 

関連文書： (１) 昭和 29 年防衛庁訓令第 11 号（29.８.28） 

 (２) 昭和 36 年防衛庁訓令第 42 号（36.７.28） 

 (３) 昭和 31 年防衛庁訓令第 33 号（31.６.12） 

 (４) 人発１第 151 号（36.７.13） 

 懲戒手続に関する訓令（昭和 29 年防衛庁訓令第 11 号）第 31 条第２項の規定に基づき、

及び訓戒等に関する訓令（昭和 31 年防衛庁訓令第 33 号）第２条第３項に関連し、懲戒処

分及び訓戒の報告要領について別紙のとおり定める。 

   添付書類：別紙、懲戒処分及び訓戒の報告要領 

別 紙 

懲戒処分及び訓戒の報告要領 

１ 任免権者及び幕僚長に対する報告 

(１) 懲戒権者等（懲戒権者及び訓戒等に関する訓令（昭和 31 年防衛庁訓令第 33 号）第

２条第１項により懲戒権者の指示又は承認を受けた者をいう。以下同じ。）が懲戒処



分又は訓戒を行つたときは、懲戒処分等報告書（別表第１）を次の区分により送付す

るものとする。 

被処分者 報告先 部数 報告の時期 備 考 

幹部自衛官

３級以上 
海上幕僚長 １ 

処分の都度

速やかに 

准尉 

曹士  

１・２級 

任免権者 ２ 
処分の都度

速やかに 

懲戒権者か

ら指示又は

承認を受け

た者は懲戒

権者を経由

する。 

(２) 任免権者は、前号の懲戒処分等報告書の送付を受けたならば、所要事項を記入し、

そのつど１部を海上幕僚長に送付するものとする。 

(３) 懲戒手続に関する訓令（昭和 29 年防衛庁訓令第 11 号。以下「訓令」という。）第

31 条第１項の規定により、３佐以上及び４級以上の者の懲戒処分の長官に対する報告

は、第１号の報告に基づき海上幕僚長が行う。 

(４) 「訓令」第 31 条第１項の規定に基づき、「訓令」別表第 19 による海上幕僚長に対

する報告は任免権者が行なうものとする。 

２ 陸、空の隊員に対する懲戒処分の報告の特例 

海上自衛隊に勤務する陸、空の隊員に対し、懲戒権者等が懲戒処分又は訓戒を行った

ときの報告の要領は次の表の区分によるものとする。 

処分 

等別 

被処 

分者 
報告先 

報告書の

様式 

報告の 

時期 
部数 備考 

海上幕僚

長 
別表第１ １   懲戒処分 

幹部自衛官 

   

３級以上 
当該幕僚

長 

「訓令」別

表第 18 

処分の都

度速やか

に 
１ 

方面隊及

び方面総

監に隷属

する機関

に所属す

る陸の隊

員につい

ては方面

総監経由 



海上幕僚

長 
別表第１ １ 

准 尉  

曹 士 

１・２級 

当該隊員

の任命権

者 

「訓令」別

表第 18 

処分の都

度速やか

に 
１ 

  

海上幕僚

長 
別表第１ １ 

 訓 戒   身分上の

所属先の

部隊等の

長 

訓戒書の

写 

処分の都

度速やか

に 
１ 

  

３ 海以外の部隊及び機関に勤務する海の隊員の懲戒処分等の報告の取扱 

  海上自衛隊以外の部隊及び機関に勤務する海の隊員につき、当該隊員の懲戒権者等か

ら、懲戒処分報告書又は訓戒書の写の送付を受けた者は、第１項の懲戒権者等に準じ処

理するものとする。 

４ 指揮系統上の上級者に対する報告 

  懲戒権者等が懲戒処分又は訓戒を行なつたときは、海上幕僚長及び任免権者以外の指

揮系統上の上級者に対し、報告するものとする。 

５ 懲戒処分等報告書の記入取扱要領 

  別表第２による。 

６ 「訓令」との関連 

  この報告要領による報告は「訓令」第 31 条第１項による報告とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

 



別表第２ 

 

 

 

 

 



付表第１ 

 

 



付表第２ 

 

  



懲戒処分報告書カード記入例 

 


